
 

 

別表１ 

 

指定管理者制度導入に向けたスケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設（直営・指定期間満了施設） 

指定管理者制度導入・継続の検討 

指定管理者制度の導入・継続 直営による管理運営 

施設条例改正の議案上程（必要に応じ） 

指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定 

 

２月議会の議決 

公募（３０日間以上） 

選定委員会（後半） 

候補者を議会提案 

協定の締結 

１１月議会の議決 

４月から管理の実施 

事業報告書の提出 

年度終了後 

・施設ごとの選定基準（採点表）の決定 

 

選定結果の通知 

指定の告示 

・公募、非公募の決定 

・募集要項、業務仕様書決定 

・施設ごとの選定基準（採点表）案の作成 

指定の議案上程 

・施設の名称、指定管理者の名称、指定期間等 

導入準備（３月～４月） 

選定委員会（前半） 

・指定管理候補者順位の決定 

 

※各施設担当課と指定管理者の

随時協議による運営管理 

・議会答弁により、実質 2カ月以上 

 

・2 月議会に、当初予算案と同時に、翌々
年度以降の債務負担行為を上程 


